
                                     
 

 

令和 3年 7月 15 日 

関係者各位 

 

会 社 名 株式会社 ジーンズショップオサダ 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  寺 崎  公 彦 

 

 

当社の民事再生手続終結決定のお知らせ 

 

 

 当社は、平成 30 年 6月 8日付で東京地方裁判所に民事再生手続の申立てを行い、平成 30 年 6月 15 日に

民事再生手続開始の決定を受け、裁判所及び監督委員のご指導のもと、スポンサーとして親会社となった株

式会社ＫＳＧとともに再生債権者への弁済及び事業再建を行ってまいりました。今般、再生計画に従い最後

の債権者に対して令和 3年 7月 9日に再生債権を弁済致し、弁済のすべてが遂行されました。令和 3年 7月

13 日に東京地方裁判所より、民事再生手続の終結決定をいただきましたのでお知らせします。 

 今後も引き続き親会社株式会社ＫＳＧの支援を受けながら、グループの一員として事業再建に全力を尽

くしていく所存でございます。 

 関係各位におかれましては今後一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 

以上 


